
【凡例】
　
土決：土浦支部開始決定（甲A12）

高決：東京高裁決定（甲A13）

土判：土浦支部無罪判決（甲A15）

公判段階の証拠状況

証拠隠しと証拠作
り

アリバイ成立
の

可能性

再自白の強要と
強引な誘導

原告が「自分ばかり少ない額を言ったのでは信用されな
い」と述べるのは「理解しがたい」（高決）、「腑に落ちない」
（土判）杉山が「面倒くさいので違うことを言った」と述べる
のは「到底納得し難い」（高決）

後の裁判で争うためあえて虚偽の供述をしたというのは、
年令・経験から考えにくいし、それで説明しきれない（高
決、土判）

供述変遷
についての
不合理極まる

弁解

２人と犯行を
結びつける
物証の不存在

当初は我孫子で原告、杉山が合流。Ｓと3人
で。

その後杉山はＩ、Ｋと３人に変更し、
合流地点については２人の間で混乱・変遷。

脆弱な
目撃供述

犯行目撃でない
（周辺・近接）

５０日前の
あやふやな記憶

相互の不一致

供述の変遷など

自白の
信用性

第三者の毛髪あり

２人の
現場不在

第三者の
現場存在

脆弱
きわまる
自白

道路側の男は
背は高くない、髪5㎝くらい。

Ｗの初期供述

不審者見かけず

２人ともに否認

２人の
現場不在

別人の
現場存在

９．２０指紋対照依頼回答 １１．２２
指紋対照結果

採取指紋38個から
原告らの指紋検出されず

便所のさんからも
原告らの指紋なし

１１．２毛髪鑑定書 １１．２４毛髪鑑定書

原告らの毛髪なし

「往路・復路で2人を見
た」との目撃供述を生み
出す

OM母子１１．８検面（有元）

背の高い人と録取。
OMの通過時刻19.25頃と。

中断と中断後の変遷。
録音後の変遷。

１０．１７原告録音テープ

11/13処分保留 12/1逆送

Ａ11.16検面
当初供述に戻る

杉山が見た情景が、異常に詳細。とくに
通行人は、当初不明としたのに、後に
SB、OT類似に詳細化。

OM母子の初期供述

アリバイ主張
＝否認の調書を
まったく作成
していないのは
恣意的（土判）

Ｆ１１．１７検面

原告は23時半頃来店した

ガラス戸工作について、相当期間
が経過してから両名そろって同じ日
に供述を始めるのは奇妙（土判）
しかも、供述の不一致と現場の客
観的状況との矛盾あり

原告の獄中日記、早瀬への手紙

原告が直筆で無実を訴える

盗品捜索　１１．１５？

絞殺
（推定）

８．３０
死体
検案書

２人の供述の食違い

現場状況との不一致

内容・態様の不合理

供述の異常な変遷

など

１２．１４
捜査報告書

アリバイ捜査
の懈怠

１１．２原告録音ﾃｰﾌﾟ
１１．３杉山録音ﾃｰﾌﾟ

便所
脱出工作
自白の
不合理

2人の供述と現場の
矛盾がより鮮明に

原告らの警察終盤の供述

2人で野方の光明荘に行き、
原告は23時半過ぎにジュンへ

我孫子、千住（杉山）、あるいは
柏（原告）で別れた

勝手口
の供述

ガラス戸１０．２９原告・杉山員面

犯行後の行き先の初期自白

互いにまったく言及・説明できず

白い三つ折り財布等
発見に至らず

白い布製財布：ポケットの状況との整合性を保つため
に誘導。捜査官による誘導理解不能な供述に（土判）

ガラス戸初期自白 １１．３０捜査報告書

Ｉ・Ｋは
偽りの

2号書面で
８／２８供述
を押しつけ

Ａ12.17検面：関係者の供述を折衷

Ｅと
Ｉ・Ｋの
齟齬と

供述の変遷

Ｉ・Ｋと
原告・杉山の
供述の
齟齬と
不自然な
変遷

Ｅ１１．２０検面

違

法

な

公

訴

提

起

Ａは
情景の記憶に
齟齬と混乱

Ｉ、Ｋは
８／２８を
認めず

19:05布佐着の
杉山らとOMは
遭遇不能

被害者宅前
の男は

杉山らと違う

二人の供述の
食い違いと
現場との矛盾

OTにも
２号書面

OMは隠す

原告供述と
勝手口の

客観状況の矛盾

杉山撲殺（原告）→原告扼殺（杉山）
→原告パンツ首に回らず扼頸（原告）

金品奪取、分配：捜査官の誘導に対して迎合（土決）

周辺の聴取結果に基づく捜査官の誘導
（土決）

第1回訪問時の杉山自白

不自然な変遷

殺害状況：捜査官の誘導に迎合した
（土決）

しかも、
首絞めパンツ
は６７㎝

そもそも
白い三折財布は
あったのか？

足の縛り方の異常な変遷

逃走時に見た情景：事実を了知した
取調官の誘導（土決）

１２．１秦鑑定書

Ｅ１０．１９員面

チンピラふうの２人と立ち話。
１人は布佐の背の丈の低い男。

物色したはずの箇所から
指紋、指痕など何一つ採取されず

10.22石段供述＝Ｉは曖昧

石段供述＝Ｋは不供述

原告らの警察終盤の供述

Ｉ、Ｋの石段の一件等の記憶が減退
していて当然（土判）

布佐駅～栄橋間についての
原告・杉山の自白

我孫子駅の出会いの自白（SH→Ｔ）

Ｔ１０．２３員面

SHからの情報（在京）を得て取調官が誘導し、不自然に変遷（土決、高
決、土判）。SHからＴへ連鎖的変遷。

便所内外の様子について不自然な
ほど詳細な供述をする一方、工作
の有無、経過について供述変遷す
ることに照らすと、誘導に対する迎
合（土決）

録音後も
なお変遷

供述経過
供述態様
の不自然

殺害方法に関する自白

現場の布団の状況
（引っ張り出されず）
と自白の食違い

OM母子の警察終盤供述

Ｉ１１．１８検面

噴出する問題点　　　　　立件できず

（図２）　吉　田　検　事　が　果　た　し　た　役　割

栄橋
石段の
一件

警察の捜査段階の証拠状況

Ｔ１１．２０検面

根拠となっていた
SKが消える

物色状況、奪取金員の金種、金額、分
配：検察官が双方の供述を整理して矛
盾を穴埋め（高決）

50日経過した時点で日付までＴが正確
な記憶を喚起しうるか疑問（土判）

押入れの布団：現場の客観的状況に沿
うように検察官が誘導（高決、土判）

我孫子駅
での
出会い

布佐駅の
目撃談

第1回
訪問時の
情景と
通行人

布佐駅
から
栄橋

ガラス戸
偽装工作
自白の
不合理

物色・強取
自白の
不合理

被害者宅前
の2人の男

自白の
任意性

殺害自白の
不合理

別件起訴後勾留下で本件の取調べ

吉田検事の下での供述証拠の状況

石段の一件８／２８と
断定できない

吉田検事の原告・杉山からの録取

栄橋渡って合流

SH、
Ｔに
関する

原告、杉山の
自白の

不自然な変遷

処分保留後の証拠状況 検事交代時
の問題点

Ｗ３．１３検面

曖昧な絞頸鑑定
扼頸自白の齟齬

Ｉ、Ｋ、Ａの取調べにあたった捜査官の意図
が影響。吉田によるＩ・Ｋの検面録取経過
は極めて不自然（土判）。しかもＩ検面で
は、以前から同様の供述と虚偽の録取。

チンピラ風の男２人。駅前のべンチに腰掛け

布佐駅～栄橋について：布佐駅で一緒の
Ｉ、Ｋが石段で一緒でないことを意識した検
察官の誘導（土決、高決、土判）

面会し
否認牽制

Ｅの供述の変遷は正確に記憶していれ
ば起こりえない。杉山、Ｉ、Ｋとの供述の
不一致を回避しようとした取調官の誘導
の結果（土決）。

Ｉ１２．１７、Ｋ１２．２７検面等

吉田検事のOMからの録取

犯行後の
行動

ｱﾘﾊﾞｲ関係

東西型から南北型へ同時に大転換

吉田検事の原告・杉山からの録取

その日は原告はジュンに行っていない

21:50布佐発では
23:30頃にジュンに
到着できない

原告の警察段階供述

勝手口の西（左）側を開けた

11.30捜報で了知した現場の状況にあわ
せるために検察官が誘導（土決、高決）
不自然な経過（土判）

押し入れの布団を引っ張り出して物色

ロッカーキー：捜査官情報に基づき検察
官が突如供述させた（土判）最初から供
述してしかるべき（高決）

Ａ供述：情景がＩらと食い違い。
→Ｉらに沿うように

アリバイ捜査を尽くさず（①養老の滝店員、②
ジュンの常連客、③電話の裏付け、④丸井の
集金人）

列車乗車後の行く先（SA宅到着時刻、そ
の後の行動）：時間的に無理と気づいた検
察官の誘導（土決、高決）。

不自然に
変遷し、
不自然に
詳細な
原告自白

杉山が独りでパンツを口に押し込む

OMについては、通過時刻を19.20に早め、男は
小柄と180度変更。
→杉山と別人となることを恐れ、切り離す。

ガラス戸吉田検事への自白

白い布製財布：ポケットの状況との整合
性を保つために誘導（土判）。
誰も取らなかったと誤魔化す。

金品奪取、分配：捜査官の誘導に対して
迎合（土決）

道路側の男は、「背高い」「す
らっとした」と杉山類似に変更。

（吉田検事が警察に出向いて取調べ）

無罪方向の証拠続出でさらに昏迷
証拠の矛盾を覆い隠し
証拠を改ざん・捏造

目
撃
供
述
を
開
示
し
な
い
で
直
接
尋
問
請
求

勝手口ガラス戸：検察官が現場の状況との
整合性のために供述変更求める（土決、高
決）

2人で協力してパンツを押し込んだなら
早くから供述してしかるべき（土判）

原告１２．１９検面

パンツ使ったのかはっきりしない
→曖昧化

パンツの使用について供述が変遷すること
は不自然（高決）

石段の一件８／２８と録取


